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Ⅲ 後期高齢者医療制度について（平成２０年４月施行関係） 
 
１．後期高齢者医療広域連合の設立について（平成１９年３月末まで） 

広域連合の設立のスケジュール等については、以下のとおりである。 
なお、以下の内容については、総務省と調整中である。 

 
（１）スケジュール 

・ 広域連合については、平成１９年３月末までに設立する必要がある。 
・ 後期高齢者医療制度の施行は２０年４月であるが、後期高齢者医療制度

施行までの標準的なスケジュール案は、【別添３】の通り。 
・ 各都道府県における広域連合の設立に向けた準備状況は、【別添４】のと

おりであり、３県において広域連合設立準備委員会が設置されたほか、

大半の都道府県において、広域連合の設立に向けた具体的取組がなされ

ている。 
・ 各都道府県においては、市長会・町村会等と相談しながら、引き続き、  

主導的役割をお願いしたい。 
・ なお、法律の施行等の期限の範囲内で、地域の実情に応じて、スケジュ

ールが変動することはありうる。 
 
（２）準備委員会の設置 

・ 準備委員会については、本年９月までに設置していただきたい。なお、

これまでに設置された準備委員会の規約は【別添５】のとおりであるの

で、参考としていただきたい。 
・ なお、準備委員会の事務局の職員については、これまでの各都道府県の

取組をみると、都道府県職員、市町村職員、国保連職員等で構成されて

いる。 
 

（３）広域連合の設立 
・ 広域連合と市町村との事務分担案については【別添６】のとおりである。 
・ 上記の事務分担案を踏まえたモデル規約案及び広域連合設立時に必要な

条例・規則一覧は【別添７】のとおりである。なお、お示しするのはあ

くまで標準的な例であり、地方公共団体を拘束するものではないことを

念のため申し添える。 
・ また、高齢者医療確保法第 138 条第 1 項において、広域連合は、被保険

者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認める

ときは、被保険者等の収入の状況等につき、市町村等に対し必要な文書
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の閲覧又は資料の提供を求めることができる旨規定されている。 
・ この規定に基づき、広域連合は、市町村の住基担当部局や税務担当部局

に対して情報提供を求め、被保険者管理及び保険料賦課等を行うことと

なるが、その際の市町村の対応については、現行の介護保険等における

介護保険担当部局等に対する対応と同様の扱いであることを申し添える。 
・ 上記については、市町村の事務を定める政令の制定と併せて、８月下旬

に正式に通知する予定である。 
 
（４）広域連合の設立に関する支援 

・ 広域連合の設立に係る一時的経費については、別途連絡したとおり、  

老人医療費適正化補助金により補助することとしている。 
・ また、国において、広域連合の被保険者管理・給付事務等に関するシス

テム開発を行い、各広域連合に配布することとしている。 
・ なお、地方厚生局においても、都道府県等からの相談等に応ずるととも

に、各都道府県の広域連合の設立の進捗状況の把握に努めていただきた

い。 
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置
平

成
１

８
年

６
月

２
７

日
設

置
平

成
１

８
年

５
月

２
４

日
設

置

　
　

新
制

度
に

関
す

る
情

報
の

収
集

・
提

供
　

等
　

広
域

連
合

設
立

に
向

け
た

所
要

の
検

討
・
調

整
　

等

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

組
織

・
体

制
　

　
等

の
検

討
　

　
広

域
連

合
の

組
織

、
体

制
、

業
務

の
検

討
　

等

　
　

設
立

準
備

委
員

会
設

置
の

た
め

の
所

要
の

　
　

検
討

　
等

［
連

絡
調

整
会

議
］

　
・
県

長
寿

社
会

課
　

　
　

　
  

  
 　

　
　

　
　

３
名

　
・
県

市
町

村
課

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
  

・
市

町
村

　
　

　
　

　
 　

　
 　

　
　

　
　

　
　

１
２

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

２
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

２
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

名
　 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

２
４

名

［
事

務
局

］

　
・
県

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

 ３
名

［
幹

事
会

］

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

２
名

　
・
市

長
会

、
町

村
会

代
表

　
 　

　
　

　
 　

 １
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
県

（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）
　

　
　

　
　

　
　

  
　

２
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
計

　
１

６
名

※
幹

事
会

の
下

に
「
検

討
会

」
を

設
置

。

［
事

務
局

］

　
・
国

保
連

合
会

［
委

員
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
４

名
　

・
市

町
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 １
０

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
１

４
名

（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

１
名

［
事

務
局

（
準

備
作

業
ﾁ
ｰ

ﾑ
］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ６
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
１

１
名

［
検

討
会

］

　
・
県

（
国

保
援

護
課

）
　

　
　

　
　

　
４

名
　

・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 　
８

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
１

２
名

（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
県

（
市

町
村

課
）
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

１
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
２

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

５
名

［
事

務
局

］

　
・
県

－51－



　
　

　
県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

埼
　

玉
　

県
千

　
葉

　
県

東
　

京
　

都
神

 奈
 川

 県

  
  

 後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
準

備
  

  
 打

合
会

　
　

千
葉

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

　
　

準
備

委
員

会
調

整
会

議
　

　
東

京
都

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
準

備
  

　
委

員
会

設
立

合
同

検
討

会
　

　
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

準
備

　
　

検
討

会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

準
備

の
　

　
た

め
の

打
合

会
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

置
に

係
る

　
　

所
要

の
検

討
、

調
整

を
行

う
会

議
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
準

備
　

　
の

た
め

の
合

同
検

討
会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

準
備

　
　

の
た

め
の

検
討

会

平
成

１
８

年
６

月
９

日
設

置
平

成
１

８
年

７
月

６
日

設
置

平
成

１
８

年
６

月
１

日
設

置
平

成
１

８
年

４
月

２
７

日
設

置

　
　

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

準
備

の
打

合
せ

　
　

設
立

準
備

委
員

会
の

構
成

、
事

務
局

、
規

約
　

　
等

の
検

討
　

　
新

制
度

に
関

す
る

情
報

の
収

集
・
提

供
　

等
　

　
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
に

向
け

た
　

　
組

織
・
事

務
局

体
制

等
の

検
討

［
打

合
会

］

　
・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

０
名

　
（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
県

国
保

医
療

課
　

・
県

市
町

村
課

　
・
市

長
会

　
・
町

村
会

　
・
国

保
連

合
会

［
事

務
局

］

　
・
県

［
調

整
会

議
］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

７
名

　
・
市

長
会

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
１

２
名

［
事

務
局

］

　
・
県

［
合

同
検

討
会

］

　
・
都

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
　

・
特

別
区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

７
名

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

８
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
２

０
名

［
合

同
事

務
局

］

　
・
都

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
　

・
特

別
区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

４
名

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

２
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

８
名

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

９
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
１

１
名

［
事

務
局

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
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県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

新
　

潟
　

県
富

　
山

　
県

石
　

川
　

県
福

　
井

　
県

　
　

新
潟

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

　
　

設
立

準
備

事
務

局
　

　
富

山
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
に

　
　

関
す

る
勉

強
会

　
　

　
石

川
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
　

　
　

設
立

準
備

検
討

会
　

　
　

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
　

　
　

準
備

検
討

会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

に
　

　
関

す
る

調
整

機
関

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

組
織

の
設

立
準

備
　

　
等

に
関

す
る

調
査

、
研

究
を

行
う

会
議

　
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
　

　
　

準
備

の
た

め
の

検
討

会
　

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

　
　

　
準

備
の

た
め

の
検

討
会

平
成

１
８

年
６

月
２

日
設

置
平

成
１

８
年

６
月

７
日

設
置

平
成

１
８

年
６

月
１

３
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

２
日

設
置

　
　

準
備

委
員

会
設

立
に

関
す

る
所

要
の

検
討

、
　

　
調

整
　

等

　
　

新
制

度
に

関
す

る
情

報
収

集
及

び
研

究
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
組

織
の

設
立

準
備

　
　

の
研

究
　

等

　
　

　
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
に

向
け

た
　

　
　

組
織

・
事

務
局

体
制

等
の

検
討

　
　

　
準

備
委

員
会

設
立

に
関

す
る

所
要

の
検

討
、

　
　

　
調

整
　

等

［
準

備
事

務
局

］

　
・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

５
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

（
増

員
の

可
能

性
あ

り
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

６
名

　
（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
県

　
・
市

長
会

　
・
町

村
会

［
勉

強
会

］

　
・
県

（
高

齢
者

医
療

担
当

課
）
　

　
 １

名
　

・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
８

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

１
２

名
　

（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
県

（
広

域
連

合
設

置
許

可
所

管
課

）

［
事

務
局

］

　
・
県

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ５

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

  
  

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 計
　

７
名

［
事

務
局

］

　
・
県

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

１
名

　
・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

６
名

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
１

名
　

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
１

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
 　

１
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

計
　

１
０

名

［
事

務
局

］

　
・
県

－53－



　
　

　
県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

山
　

梨
　

県
長

　
野

　
県

岐
　

阜
　

県
愛

　
知

　
県

　
　

　
山

梨
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
　

　
　

設
立

プ
レ

準
備

委
員

会
　

　
長

野
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
　

　
準

備
委

員
会

設
置

に
関

す
る

検
討

会
議

　
　

岐
阜

県
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

研
究

会
　

　
　

愛
知

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

　
　

　
設

立
準

備
事

務
検

討
会

　
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
　

　
　

準
備

の
た

め
の

委
員

会

　
　

広
域

連
合

を
設

立
す

る
た

め
の

準
備

委
員

会
　

　
を

設
置

す
る

上
で

必
要

な
事

項
を

検
討

す
る

　
　

会
議

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
及

び
広

域
連

合
　

　
の

設
立

、
後

期
高

齢
者

医
療

の
事

業
運

営
等

　
　

に
つ

い
て

調
査

、
研

究
及

び
協

議
を

行
う

た
め

　
　

の
合

同
研

究
会

　
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
　

　
　

準
備

の
た

め
の

検
討

会

平
成

１
８

年
５

月
１

９
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

９
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
１

９
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
１

９
日

設
置

　
　

　
新

制
度

に
関

す
る

情
報

の
収

集
　

等
　

　
　

新
制

度
の

研
究

　
等

　
　

準
備

委
員

会
設

立
に

関
す

る
所

要
の

検
討

、
　

　
調

整
　

等
　

新
制

度
運

営
に

向
け

て
調

査
・
研

究
・
協

議
　

等
　

　
　

設
立

準
備

委
員

会
関

係
（
組

織
・
事

務
局

　
　

　
体

制
・
規

約
案

）
の

検
討

　
等

［
プ

レ
準

備
委

員
会

］

　
・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
７

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 １

名
　

・
県

（
事

務
局

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 １
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

９
名

［
事

務
局

］

　
・
県

［
検

討
会

議
］

　
・
県

（
医

療
チ

ー
ム

、
市

町
村

チ
ー

ム
）

　
・
８

市
町

村
（
市

４
、

町
村

４
）

　
・
市

長
会

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

１
４

名

［
事

務
局

］

　
・
県

［
研

究
会

］

　
・
全

市
町

村
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ４
２

名

　
（
顧

問
）

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名

※
研

究
会

に
は

「
幹

事
会

」
を

「
幹

事
会

」
に

は
　

 「
専

門
部

会
」
を

置
く
。

［
事

務
局

］

　
・
会

長
市

（
岐

阜
市

）

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

名
　

・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

８
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
計

　
２

４
名

［
事

務
局

］

　
・
県
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県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

三
　

重
　

県
滋

　
賀

　
県

京
　

都
　

府
大

　
阪

　
府

　
　

三
重

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

　
　

連
絡

調
整

会
議

　
　

滋
賀

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

　
　

準
備

委
員

会
　

　
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

検
討

会
議

　
　

　
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

府
・
市

町
村

  
  

  
共

同
検

討
会

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

及
び

広
域

連
合

　
の

設
置

の
た

め
の

連
絡

調
整

を
行

う
会

議
　

　
広

域
連

合
を

設
立

す
る

た
め

の
準

備
委

員
会

　
　

広
域

連
合

の
設

立
準

備
等

の
検

討
を

す
る

　
　

た
め

の
検

討
会

議
　

　
　

広
域

連
合

の
設

立
準

備
等

の
検

討

平
成

１
８

年
７

月
３

日
設

置
平

成
１

８
年

７
月

１
日

設
置

平
成

１
８

年
６

月
２

７
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
１

１
日

設
置

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

及
び

広
域

連
合

　
の

設
置

に
対

す
る

関
係

市
町

の
基

本
的

な
考

　
え

方
の

整
理

と
市

町
間

の
連

絡
調

整

　
　

広
域

連
合

設
立

の
た

め
の

所
要

の
検

討
・

　
　

調
整

　
等

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
設

置
準

備
　

　
の

た
め

の
検

討
　

　
広

域
連

合
設

立
に

向
け

た
課

題
整

理

　
　

　
広

域
連

合
設

立
に

向
け

た
課

題
の

整
理

　
　

　
等

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

名
　

・
市

町
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

３
名

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
計

　
１

９
名

［
事

務
局

］

　
・
県

［
役

員
］

　
・
会

長
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
 　

１
名

　
・
副

会
長

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 １
名

　
・
理

事
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

 若
干

名
　

・
監

事
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 ２
名

［
委

員
会

］
　

・
全

市
町

長
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

６
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 １

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

２
７

名

※
委

員
会

の
他

に
「
研

究
会

」
と

「
部

会
」
を

　
設

置
。

［
事

務
局

］
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 　
　

２
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ２

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
 計

　
４

名

［
検

討
会

議
］

　
・
府

　
・
全

市
町

村
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

２
８

名
　

・
国

保
連

合
会

※
検

討
会

の
下

に
「
ﾜ
ｰ

ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞｸ

ﾞﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟ」

を
設

置
。

［
事

務
局

］

　
・
府

［
共

同
検

討
会

］

　
・
全

体
会

議
　

　
　

府
　

　
　

府
内

全
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

４
３

名
　

・
代

表
者

会
議

　
　

　
府

　
　

　
府

内
代

表
市

町
村

　
　

　
　

　
　

 １
１

名

　
（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
　

国
保

連
合

会
等

［
事

務
局

（
庶

務
）
］

　
・
府
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県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

兵
　

庫
　

県
奈

　
良

　
県

和
歌

山
県

鳥
　

取
　

県

　
　

兵
庫

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

　
　

に
関

す
る

検
討

会
　

　
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

検
討

会
　

和
歌

山
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
　

準
備

委
員

会
設

置
に

向
け

て
の

検
討

会
　

　
鳥

取
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
　

　
準

備
検

討
会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
設

立
準

備
の

　
　

た
め

の
検

討
会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

準
備

  
  

の
た

め
の

検
討

会
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
置

に
向

け
  

て
関

係
者

に
よ

り
検

討
を

す
る

た
め

の
会

議
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
準

備
　

　
の

た
め

の
検

討
会

平
成

１
８

年
５

月
２

９
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

５
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
３

０
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
３

０
日

設
置

　
　

新
制

度
に

関
す

る
情

報
収

集
・
提

供
・
研

究
　

　
等

　
　

 設
立

準
備

委
員

会
設

置
に

向
け

、
必

要
な

  
  

 調
査

・
検

討
・
調

整
　

等

　
設

立
準

備
委

員
会

の
設

置
に

係
る

検
討

　
（
委

員
会

の
組

織
・
事

務
局

体
制

、
運

営
　

経
費

の
負

担
方

法
　

等
）

　
　

　
広

域
連

合
を

設
立

す
る

た
め

に
必

要
な

　
　

　
検

討
・
調

査
　

等

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 １

０
名

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

  
　

  
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
計

　
１

５
名

［
事

務
局

（
庶

務
）
］

　
・
県

　
・
神

戸
市

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

４
名

　
・
市

町
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
４

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
町

村
会

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 １
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

２
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

１
２

名

※
こ

の
他

に
「
実

務
者

勉
強

会
」
を

開
催

。

［
事

務
局

］

　
・
県

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
６

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
１

５
名

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

計
　

２
５

名
　 ［
事

務
局

］

　
・
県

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

８
名

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
１

２
名

　
※

検
討

会
は

、
「
幹

事
会

」
と

「
研

究
会

」
の

　
　

 ２
段

階
組

織
と

す
る

。

［
事

務
局

］

　
・
県
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県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

岡
　

山
　

県
広

　
島

　
県

山
　

口
　

県
徳

　
島

　
県

　
　

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
　

　
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

　
　

広
島

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

　
　

準
備

委
員

会
　

　
　

山
口

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

　
　

　
設

立
準

備
委

員
会

事
前

検
討

会
　

　
徳

島
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
　

　
設

置
検

討
会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

準
備

　
　

の
た

め
の

検
討

会
　

　
広

域
連

合
を

設
立

す
る

た
め

の
準

備
委

員
会

　
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

を
設

立
　

　
　

す
る

た
め

の
事

前
検

討
会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

　
　

準
備

の
た

め
の

検
討

会

平
成

１
８

年
４

月
２

１
日

設
置

平
成

１
８

年
６

月
１

４
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

２
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

４
日

設
置

　
　

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

準
備

の
た

め
の

　
　

検
討

　
　

広
域

連
合

設
立

の
た

め
の

所
要

の
検

討
・

　
　

調
整

　
等

　
　

　
準

備
委

員
会

の
設

立
準

備
の

た
め

の
　

　
　

検
討

　
　

新
制

度
に

関
す

る
情

報
の

共
有

　
等

　
　

事
務

手
続

き
の

把
握

　
等

［
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

］

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

９
名

　
（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
県

　
・
町

村
会

　
・
国

保
連

合
会

［
事

務
局

］

　
・
市

長
会

［
委

員
会

］

　
・
会

長
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
副

会
長

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

１
名

　
・
委

員
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
４

名
　

・
監

事
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

８
名

※
委

員
会

の
他

に
「
幹

事
会

」
と

「
部

会
」
を

　
 設

置
。

　 ［
事

務
局

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
　

・
市

町
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

２
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
２

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
計

　
６

名

［
事

前
検

討
会

］

　
・
県

（
医

務
国

保
課

、
市

町
課

）
　

　
　

２
名

　
・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
０

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 計

  
１

２
名

［
事

務
局

］

　
・
市

長
会

　
・
町

村
会

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
１

０
名

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
町

村
会

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
 １

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 計
　

１
４

名

［
事

務
局

］

　
・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

５
名

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 １
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 計
　

　
６

名
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県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

香
　

川
　

県
愛

　
媛

　
県

高
　

知
　

県
福

　
岡

　
県

　
　

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
の

設
置

に
係

る
　

　
検

討
会

　
　

愛
媛

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

　
　

検
討

会
　

　
　

高
知

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

　
　

　
設

立
準

備
委

員
会

検
討

会
　

　
福

岡
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
　

　
検

討
事

務
局

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
を

設
置

す
る

　
　

た
め

の
所

要
の

検
討

、
調

整
を

行
う

た
め

の
　

　
検

討
会

　
　

広
域

連
合

設
置

の
た

め
の

準
備

委
員

会
の

　
　

円
滑

な
設

置
を

図
る

た
め

の
検

討
会

　
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
　

　
　

準
備

の
た

め
の

検
討

会
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

置
の

　
　

た
め

の
検

討
機

関

平
成

１
８

年
５

月
３

０
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

６
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

９
日

設
置

平
成

１
８

年
７

月
３

日
設

置

　
　

設
立

準
備

委
員

会
の

設
置

検
討

・
調

整
　

等
　

　
準

備
委

員
会

の
規

約
、

設
置

場
所

、
組

織
、

　
　

経
費

分
担

　
等

　
　

　
新

制
度

に
関

す
る

情
報

の
収

集
提

供
　

等
　

　
　

設
立

準
備

委
員

会
の

規
約

案
の

検
討

　
等

　
　

準
備

委
員

会
の

設
置

に
関

す
る

こ
と

　
等

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
　

・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

７
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
２

０
名

※
検

討
会

の
下

に
「
ﾜ
ｰ

ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞｸ

ﾞﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟ」

を
設

置
。

［
事

務
局

］

　
・
県

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

 ３
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

５
名

（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
市

長
会

、
町

村
会

　
・
３

市
町

以
外

の
市

町

［
事

務
局

］

　
・
県

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
０

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

１
２

名

［
事

務
局

］

　
・
県

  
  

  
  

  
  

  
　

　
　

　
　

　
　

２
名

［
検

討
事

務
局

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

３
名

　
・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
　

５
名

（
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
）

　
・
県

（
市

町
村

担
当

課
）

　
・
参

加
希

望
の

市
町

村
（
６

９
市

町
村

）

［
事

務
局

（
庶

務
）
］

　
・
県
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県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

佐
　

賀
　

県
長

　
崎

　
県

大
　

分
　

県
熊

　
本

　
県

　
　

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
設

立
の

た
め

　
　

の
検

討
会

　
　

長
崎

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

　
　

準
備

委
員

会
　

　
　

大
分

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

　
　

　
設

立
検

討
会

　
熊

本
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
準

備
　

検
討

会
議

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

の
　

　
た

め
の

検
討

会
　

　
広

域
連

合
を

設
立

す
る

た
め

の
準

備
委

員
会

　
　

　
広

域
連

合
設

立
準

備
委

員
会

の
設

立
　

　
　

準
備

の
た

め
の

検
討

会
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
を

設
置

す
る

た
め

　
の

所
要

の
検

討
及

び
調

整
を

行
う

会
議

平
成

１
８

年
５

月
１

９
日

設
置

平
成

１
８

年
７

月
１

日
設

置
平

成
１

８
年

５
月

１
８

日
設

置
平

成
１

８
年

６
月

２
９

日
設

置

　
　

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

案
の

検
討

　
等

　
　

広
域

連
合

設
立

の
た

め
の

所
要

の
検

討
・

　
　

調
整

　
等

　
　

　
準

備
委

員
会

の
組

織
・
体

制
、

費
用

負
担

、
　

　
　

事
務

所
の

選
定

に
係

る
検

討
、

協
議

　
等

　
　

設
立

準
備

委
員

会
の

組
織

構
成

や
経

費
　

　
負

担
等

に
つ

い
て

の
検

討
及

び
調

整

［
検

討
会

］

　
・
県

（
国

民
健

康
保

険
課

、
　

　
　

　
５

名
　

　
　

　
　

　
　

　
 市

町
村

課
）

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
２

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ２

名
　

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ２

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 １
名

　 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

１
２

名

［
事

務
局

］

　
・
県

［
役

員
］

　
・
会

長
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
 　

１
名

　
・
副

会
長

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 １
名

　
・
監

事
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

 ２
名

［
委

員
会

］
　

・
市

長
会

正
副

会
長

市
　

　
　

　
　

　
　

２
名

　
・
町

村
会

正
副

会
長

町
　

　
　

　
　

　
　

２
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

４
名

※
委

員
会

の
他

に
「
部

会
」
を

設
置

。

［
事

務
局

］
　

・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 １

名
　

・
市

町
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 　
　

５
名

　
・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ２

名
　

・
市

町
村

総
合

事
務

組
合

　
　

　
　

　
 １

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計
　

９
名

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
８

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
２

０
名

［
事

務
局

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
４

名

［
準

備
検

討
会

議
］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
７

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 計
　

１
０

名

［
事

務
局

］

　
・
県
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県

　
　

　
名

　
①

　
名

　
　

　
称

　
②

　
位

置
付

け

　
③

設
置

年
月

日

　
④

　
業

　
　

  
務

　
⑤

構
成

メ
ン

バ
ー

宮
　

崎
　

県
鹿

 児
 島

 県

　
　

宮
崎

県
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

設
立

　
　

検
討

会
　

　
　

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
の

設
立

に
　

　
　

係
る

準
備

検
討

会

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

準
備

の
　

　
た

め
の

検
討

会
　

　
　

広
域

連
合

設
立

準
備

委
員

会
の

設
立

　
　

　
準

備
の

た
め

の
検

討
会

平
成

１
８

年
６

月
２

８
日

設
置

平
成

１
８

年
５

月
２

９
日

設
置

　
準

備
委

員
会

の
設

立
に

向
け

て
の

所
要

の
検

討
　

（
準

備
委

員
会

規
約

、
組

織
、

費
用

負
担

、
ス

ケ
　

　
ジ

ュ
ー

ル
　

等
）

　
　

　
準

備
委

員
会

の
設

立
に

向
け

た
所

要
の

　
　

　
検

討
（
規

約
案

、
組

織
・
体

制
、

予
算

等
）

［
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
国

保
連

合
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

計
　

６
名

※
検

討
会

の
下

に
「
ﾜ
ｰ

ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞｸ

ﾞﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟ」

を
設

置
。

［
事

務
局

］

　
・
町

村
会

［
準

備
検

討
会

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
名

　
・
市

町
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
７

名
　

・
市

長
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名
　

・
町

村
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 計
　

１
０

名

［
事

務
局

］

　
・
県

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

名
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広
域
連
合
準
備
委
員
会
規
約
対
比
表
 

 
  

福
岡

県
介

護
保

険
広
域

連
合

設
立
準

備

委
員

会
 

広
島

県
後

期
高

齢
者
医

療
広

域
連
合

設

立
準
備
委
員
会

 

滋
賀

県
後

期
高

齢
者
医

療
広

域
連
合

準

備
委
員
会

 

長
崎

県
後

期
高

齢
者
医

療
広

域
連
合

設

立
準
備
委
員
会

 

名
称

 

第
１

条
 

本
会

の
名
称

は
、

福
岡
県

介

護
保

険
広

域
連

合
設
立

準
備

委
員

会

（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
。
）
と
い

う
。

第
１

条
 

本
会

の
名
称

は
、

広
島
県

後

期
高

齢
者

医
療

広
域
連

合
設

立
準

備

委
員
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
。
）

と
い
う
。

 

第
２

条
 

本
会

は
、
滋

賀
県

後
期
高

齢

者
医

療
広

域
連

合
設
立

準
備

委
員

会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
と
称

す
る
。

 

 

目
的

 

第
２

条
 

本
会

は
、
介

護
保

険
事
業

を

実
施

す
る

広
域

連
合
を

設
立

す
る

た

め
に

所
要

の
検

討
、
調

整
を

行
う

こ

と
を
目
的
と
す
る
。

 

第
２

条
 

本
会

は
、
後

期
高

齢
者
医

療

事
業

を
実

施
す

る
広
域

連
合

を
設

立

す
る

た
め

に
所

要
の
検

討
、

調
整

を

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

第
１

条
 

後
期

高
齢
者

医
療

制
度
の

施

行
に

向
け

、
そ

の
運
営

を
行

う
広

域

連
合
（
以
下
「
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）

を
設

立
す

る
た

め
、
調

査
・

検
討

を

行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

 

第
1
条
 
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
を

実
施

す
る

広
域

連
合
を

設
立

す
る

た

め
所

要
の

検
討

、
調
整

を
行

う
こ

と

を
目

的
と

し
て

、
長
崎

県
後

期
高

齢

者
医

療
広

域
連

合
設
立

準
備

委
員

会

（
以
下
「
準
備
会
」
と
い
う
。
）
を
設

置
す
る
。

 

構
成

及
び

組
織

 

第
３

条
 

本
会

は
、
本

連
合

に
加
入

す

る
市

町
村

（
以

下
「
構

成
市

町
村

」

と
い
う
。
）
を
も
っ
て
構
成
し
、
本
会

に
委

員
会

及
び

検
討
幹

事
会

を
設

け

る
。

 

 
 

な
お

、
本

会
へ
の

新
規

加
入
及

び

脱
退

は
、

委
員

会
の
承

認
に

よ
り

行

う
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
３

条
 

本
会

は
、
広

島
県

内
の
市

町

（
以
下
「
市
町
」
と
い
う
。
）
を
も
っ

て
構

成
し

、
本

会
に
委

員
会

、
幹

事

会
及
び
部
会
を
設
け
る
。
 

第
３

条
 

委
員

会
の
委

員
は

、
別
表

の

と
お
り
と
す
る
。

 

 ※
県

内
全

市
町

長
及
び

国
保

連
合
会

副

理
事
長

 

第
２

条
 

準
備

会
は
、

長
崎

県
内
の

全

市
町
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

 

 第
３
条
 
準
備
会
に
委
員
会
を
置
く
。
 

２
 

委
員

会
の

委
員
の

定
数

は
、
４

人

と
す
る
。

 

 

委
員
会

 

・
総
会

 

第
４
条
 
委
員
会
に
次
の
役
員
を
置

く

（
１
）
 会

 
長
 
１
 
名

 

（
２
）
 副

会
長
 
若
干
名

 

（
３
）
 委

 
員
 
若
干
名

 

（
４
）
 監

 
事
 
２
 
名

 

２
 

会
長

は
、

委
員
の

互
選

に
よ
っ

て

選
任
す
る
。
 

３
 

副
会

長
及

び
監
事

は
、

会
長
が

委

員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

 

４
 

委
員

は
、

市
及
び

町
村

ご
と
に

首

第
４

条
 

委
員

会
に

次
の

役
員

を
置

く
。

 

（
１
）
 
会
 
長
 
 
１
名

 

（
２
）
 
副
会
長
 
 
１
名

 

（
３
）
 
委
 
員
 
 
４
名

 

（
４
）
 
監
 
事
 
 
２
名

 

２
 

会
長

及
び

副
会
長

は
、

委
員
の

互

選
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。
 

３
 
監
事
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

 

４
 

委
員

は
、

広
島
県

市
長

会
及
び

広

第
４

条
 

委
員

会
に

次
の

役
員

を
置

く
。

 

（
１
）
 会

 
長
 
1
 
名

 

（
２
）
 副

会
長
 
1
 
名

 

（
３
）
 理

 
事

 
若
干
名

 

（
４
）
 監

 
事
 
2
 
名

 

２
 
会
長
は
、
理
事
が
互
選
す
る
。

 

３
 

副
会

長
は

、
会
長

が
理

事
の
う

ち

か
ら
指
名
す
る
。

 

４
 

理
事

及
び

監
事
は

、
滋

賀
県
市

長

第
４

条
 

委
員

は
、
長

崎
県

市
長
会

の

正
副

会
長

の
市

の
助
役

、
長

崎
県

町

村
会

の
正

副
会

長
の
町

の
助

役
を

も

っ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。
 

 第
５

条
 

委
員

会
に

次
の

役
員

を
置

く
。

 

（
１
）
 
会
 
長
 
１
人

 

（
２
）
 
副
会
長
 
１
人

 

（
３
）
 
監
 
事
 
２
人

 

【
別
添
５
】
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長
の

互
選

に
よ

っ
て
首

長
の

中
か

ら

委
員
若
干
名
づ
つ
を
選
出
す
る
。

 

５
 

役
員

の
任

期
は
、

そ
の

属
す
る

市

町
村
の
長
と
し
て
の
任
期
に
よ
る

。

６
 

委
員

会
は

、
会
長

が
招

集
し
、

そ

の
議
長
は
会
長
を
も
っ
て
充
て
る

。

７
 

委
員

会
は

、
本
会

の
重

要
事
項

に

つ
い
て
審
議
決
定
す
る
。
 

島
県
町
村
会
の
正
副
会
長
と
す
る
。

５
 

役
員

の
任

期
は
、

そ
の

属
す
る

市

町
の
長
と
し
て
の
任
期
に
よ
る
。

 

６
 

委
員

会
は

、
会
長

が
招

集
し
、

そ

の
議
長
は
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

７
 

委
員

会
は

、
本
会

の
重

要
事
項

に

つ
い
て
審
議
決
定
す
る
。
 

会
、

滋
賀

県
町

村
会
及

び
滋

賀
県

国

民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
国

保
連
合
会
」
と
い
う
。
）
か
ら
推
薦
の

あ
っ
た
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

５
 

理
事

及
び

監
事
の

任
期

は
、
市

町

の
長

及
び

団
体

の
役
員

の
任

期
と

す

る
。

 

 第
６

条
 

委
員

会
の

次
の

事
項

を
審

議
・

決
定

す
る

た
め
、

総
会

を
開

催

す
る
。

 

（
１
）
 滋

賀
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連
合

規
約
（
案
）

 

（
２
）
 そ

の
他

重
要

な
委

員
会

の
運

営
に
関

す
る
こ
と

 

２
 

総
会

は
、

必
要
に

応
じ

会
長
が

招

集
し
、
そ
の
議

長
は
会
長
が
充
た
る
。

３
 

総
会

の
議

事
は
、

委
員

の
過
半

数

が
出

席
し

、
そ

の
委
員

の
過

半
数

で

決
し

、
可

否
同

数
の
時

は
、

議
長

の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 

会
長

及
び

副
会
長

は
、

委
員
の

中

か
ら

互
選

に
よ

っ
て
こ

れ
を

選
任

す

る
。

 

３
 

監
事

は
、

会
長
が

委
員

以
外
の

市

町
の

助
役

の
中

か
ら
こ

れ
を

指
名

す

る
。

 

４
 

役
員

の
任

期
は
、

市
町

の
助
役

と

し
て
の
任
期
に
よ
る
。

 

５
 

委
員

会
は

、
会
長

が
招

集
し
、

そ

の
議
長
は
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

６
 

委
員

会
は

、
準
備

会
の

重
要
事

項

に
つ
い
て
審
議
す
る
。

 

役
員
の

 

職
務

 

第
５

条
 

会
長

は
、
本

会
を

代
表
し

、

事
務
を
総
理
す
る
。

 

２
 

副
会

長
は

、
会
長

を
補

佐
し
、

会

長
に

事
故

あ
る

と
き
は

そ
の

職
務

を

代
行
す
る
。
 

３
 

監
事

は
、

本
会
の

会
計

を
監
査

す

る
。

 

第
５

条
 

会
長

は
、
本

会
を

代
表
し

、

事
務
を
総
理
す
る
。

 

２
 

副
会

長
は

、
会
長

を
補

佐
し
、

会

長
に

事
故

あ
る

と
き
は

そ
の

職
務

を

代
行
す
る
。
 

３
 

監
事

は
、

本
会
の

会
計

を
監
査

す

る
。

 

第
５
条
 
会
長
は
、
委
員
会
を
代
表
し
、

会
務
を
総
理

す
る
。

 

２
 

副
会

長
は

、
会
長

を
補

佐
し
、

会

長
に

事
故

あ
る

時
は
そ

の
職

務
を

代

理
す
る
。

 

３
 

理
事

は
、

理
事
会

を
構

成
し
、

こ

の
規

約
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、

会
務
の
執
行

を
決
定
す
る
。

 

４
 

監
事

は
、

委
員
会

の
会

計
を
監

査

す
る
。

 

第
６
条
 
会
長
は
、
準
備
会
を
代
表
し
、

事
務
を
総
理
す
る
。

 

２
 

副
会

長
は

、
会
長

を
補

佐
し
、

会

長
に

事
故

あ
る

時
は
そ

の
職

務
を

代

行
す
る
。

 

３
 

監
事

は
、

準
備
会

の
会

計
を
監

査

す
る
。

 

幹
事
会

 

・
理
事
会

 

第
６

条
 

幹
事

会
は
、

会
長

が
指
名

す

る
市

町
村

の
福

祉
担
当

課
長

及
び

会

長
が

委
嘱

す
る

学
識
経

験
者

を
も

っ

第
６

条
 

幹
事

会
は
、

市
町

の
老
人

医

療
担
当
課
長
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

２
 

幹
事

会
は

必
要
に

応
じ

て
、
県

職

第
７

条
 

会
務

の
執
行

に
関

す
る
事

項

を
審
議
す
る
た
め
、
理
事
会
を
お
く
。

２
 

理
事

会
は

、
会
長

・
副

会
長
及

び
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て
組
織
す
る
。

 

２
 

幹
事

会
に

幹
事
長

を
及

び
副
幹

事

長
若
干
名
を
置
く
。

 

３
 

幹
事

長
及

び
副
幹

事
長

は
会
長

が

指
名
す
る
。
 

４
 

幹
事

会
は

、
会
長

の
求

め
に
応

じ

て
幹

事
長

が
招

集
し
、

会
議

を
主

宰

す
る
。

 

５
 

幹
事

会
の

議
事
、

そ
の

他
幹
事

会

の
運

営
に

関
し

必
要
な

事
項

は
、

会

長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

 

員
、

広
島

県
国

民
健
康

保
険

団
体

連

合
会

職
員

及
び

会
長
が

委
嘱

す
る

学

識
経

験
を

有
す

る
者
等

に
意

見
を

求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 

幹
事

会
に

幹
事
長

及
び

副
幹
事

長

を
置
く
。

 

４
 

幹
事

長
及

び
副
幹

事
長

は
会
長

が

指
名
す
る
。
 

５
 

幹
事

会
は

、
会
長

の
求

め
に
応

じ

て
幹

事
長

が
招

集
し
、

会
議

を
主

宰

す
る
。

 

６
 

幹
事

会
の

議
事
、

そ
の

他
幹
事

会

の
運

営
に

関
し

必
要
な

事
項

は
、

会

長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

 

理
事

に
よ

り
構

成
し
、

そ
の

議
長

は

会
長
が
充
た
る
。

 

３
 

理
事

会
の

議
事
は

、
理

事
の
過

半

数
が

出
席

し
、

そ
の
理

事
の

過
半

数

で
決

し
、

可
否

同
数
の

時
は

、
議

長

の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

４
 

総
会

に
付

議
す
る

案
件

は
、
理

事

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

事
務
局

 

第
７

条
 

本
会

の
事
務

を
処

理
す
る

た

め
、
事
務
局
を
設
置
す
る
。

 

２
 

事
務

局
は

、
福
岡

県
町

村
会
事

務

局
内
に
置
く
。

 

３
 

事
務

局
は

、
構
成

市
町

村
職
員

、

県
町

村
会

職
員

及
び
そ

の
他

職
員

を

も
っ
て
組
織
す
る
。

 

４
 

会
長

は
、

前
項
の

職
員

の
中
か

ら

事
務

局
長

を
定

め
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

５
 

事
務

局
長

は
、
会

長
の

命
を
受

け

本
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

 

６
 

広
域

連
合

設
立
準

備
等

に
係
る

所

要
の

検
討

・
整

理
は
、

次
の

部
会

編

成
に
よ
り
行
う
。

 

①
 
資
格
管
理
部
会

 

②
 
認
定
部
会

 

③
 
給
付
部
会

 

④
 
電
算
部
会

 

⑤
 
総
務
部
会

 

第
７

条
 

本
会

の
事
務

を
処

理
す
る

た

め
、
事
務
局
を
設
置
す
る
。

 

２
 

事
務

局
は

、
広
島

県
自

治
会
館

内

に
置
く
。

 

３
 

事
務

局
は

、
広
島

県
職

員
、
市

町

職
員

及
び

広
島

県
国
民

健
康

保
険

団

体
連

合
会

職
員

を
も

っ
て

組
織

す

る
。

 

４
 

会
長

は
、

前
項
の

職
員

の
中
か

ら

事
務

局
長

を
定

め
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

５
 

事
務

局
長

は
、
会

長
を

命
を
受

け

本
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

 

６
 

事
務

局
の

運
営
等

に
関

し
必
要

な

事
項
は
、
会
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
９

条
 

委
員

会
の
事

務
を

処
理
す

る

た
め
、
事
務
局
を
設
置
す
る
。

 

２
 

事
務

局
は

、
滋
賀

国
保

会
館
内

に

設
置
す
る
。
 

３
 

事
務

局
に

事
務
局

長
そ

の
他
必

要

な
職

員
を

置
き

、
市
町

及
び

国
保

連

合
会

等
の

職
員

か
ら
会

長
が

任
免

す

る
。

 

４
 

事
務

局
の

組
織

及
び

職
員

に
関

し
、

必
要

な
事

項
は
、

会
長

が
別

に

定
め
る
。

 

第
７

条
 

準
備

会
の
事

務
を

処
理
す

る

た
め
、
事
務
局
を
設
置
す
る
。

 

２
 

事
務

局
は

、
長
崎

県
市

町
村
総

合

事
務
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）

内
に
置
く
。
 

３
 

事
務

局
は

、
長
崎

県
市

町
職
員

、

長
崎

県
職

員
、

長
崎
県

国
民

健
康

保

険
団

体
連

合
会

職
員
及

び
組

合
職

員

を
も
っ
て
組
織
す
る
。

 

４
 

事
務

局
長

は
、
前

項
の

職
員
の

中

か
ら
会
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

５
 

事
務

局
長

は
、
会

長
の

命
を
受

け

準
備
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

 

６
（
「
部
会
」
欄
参
照
）

 

７
 

事
務

局
の

運
営
等

に
関

し
必
要

な

事
項
は
、
会
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。
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７
 

事
務

局
の

運
営
等

に
関

し
必
要

な

事
項
は
、
会
長
が
こ
れ
を
定
め
る

。

部
会

 

 
第

８
条
 

広
域

連
合
設

立
準

備
等
に

係

る
所

要
の

検
討

・
調
整

は
、

次
の

部

会
編
成
に
よ
り
行
う
。

 

①
 

資
格
管
理
部
会

 

②
 

給
付
部
会

 

③
 

電
算
部
会

 

④
 

総
務
部
会

 

２
 

部
会

の
運

営
等
に

関
し

必
要
な

事

項
は
、
会
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

 

第
８

条
 

広
域

連
合
の

設
立

準
備
に

係

る
調

査
・

検
討

及
び
調

整
を

行
う

た

め
、

研
究

会
を

設
置
す

る
と

と
も

に

必
要
な
部
会
を
設
け
る
。
 

２
 

研
究

会
及

び
部

会
の

委
員

は
、

県
・

市
町

及
び

関
係
機

関
の

職
員

の

う
ち
か
ら
会
長
が
委
嘱
す
る
。

 

３
 

研
究

会
及

び
部

会
の

運
営

に
関

し
、

必
要

な
事

項
は
会

長
が

こ
れ

を

定
め
る
。

 

第
７
条
 
１
～
５
（
略
）
 

６
 

広
域

連
合

設
立
準

備
等

に
係
る

所

要
の

検
討

、
調

整
は
、

次
の

部
会

編

成
に
よ
り
行
う
。

 

（
１
）
 
総
務
部
会

 

（
２
）
 
資
格
管
理
部
会

 

（
３
）
 
給
付
部
会

 

（
４
）
 
賦
課
徴
収
部
会

 

（
５
）
 
電
算
部
会

 

（
以
下
略
）
 

会
計

 

第
８

条
 

本
会

の
運
営

に
必

要
な
経

費

は
、

福
岡

県
町

村
会
助

成
金

、
加

入

市
の

分
担

金
及

び
そ
の

他
の

収
入

を

も
っ
て
充
て
る
。

 

２
 

本
会

の
会

計
は
年

度
処

理
と
し

、

福
岡

県
町

村
会

会
計
規

程
等

に
準

じ

て
行
う
。

 

第
９

条
 

本
会

の
運
営

に
必

要
な
経

費

は
、

国
の

助
成

金
、
市

町
の

分
担

金

及
び

そ
の

他
の

収
入
を

も
っ

て
充

て

る
。

 

２
 

本
会

の
会

計
は
年

度
処

理
と
し

、

広
島

県
町

村
会

財
務
規

則
等

に
準

じ

て
行
う
。

 

第
10

条
 
委

員
会
の

運
営

に
必
要

な

経
費

は
、

市
町

及
び
国

保
連

合
会

が

負
担

す
る

も
の

の
外
国

庫
補

助
金

等

の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

２
 
市
町
の
負
担
額
は
、
別
に
定
め
る
。

３
 

委
員

会
の

会
計
処

理
は

、
国
保

連

合
会
の
例
に
よ
る
。

 

第
８

条
 

準
備

会
の
運

営
に

必
要
な

経

費
は

、
国

補
助

金
、
市

町
の

分
担

金

及
び

そ
の

他
の

収
入
を

も
っ

て
充

て

る
。

 

解
散
等

 

第
９

条
 

本
会

は
、
広

域
連

合
設
立

後

す
み

や
か

に
解

散
し
、

所
有

す
る

財

産
等

を
当

該
広

域
連

合
に

引
き

継

ぐ
。

 

第
１

０
条

 
本

会
は
、

広
域

連
合
設

立

後
す

み
や

か
に

解
散
し

、
所

有
す

る

財
産

等
を

当
該

広
域
連

合
に

引
き

継

ぐ
。

 

第
１

１
条

 
委

員
会
は

、
広

域
連
合

の

設
立

後
速

や
か

に
解
散

し
、

そ
の

所

有
す

る
財

産
及

び
事
務

は
、

広
域

連

合
に
引
き
継
ぐ
。

 

第
９

条
 

準
備

会
は
、

広
域

連
合
設

立

後
す

み
や

か
に

解
散
し

、
所

有
す

る

財
産

等
を

当
該

広
域
連

合
に

引
き

継

ぐ
。

 

そ
の
他

 

第
１

０
条

 
こ

の
規
約

に
定

め
る
も

の

ほ
か

、
必

要
な

事
項
は

会
長

が
別

に

定
め
る
。

 

第
１

１
条

 
こ

の
規
約

に
定

め
る
も

の

ほ
か

、
必

要
な

事
項
は

会
長

が
別

に

定
め
る
。

 

第
１

２
条

 
こ

の
規
約

に
定

め
る
も

の

の
ほ

か
、

必
要

な
事
項

は
会

長
が

別

に
定
め
る
。
 

第
１

０
条

 
こ

の
規

約
に

定
め

る
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は
会

長
が

別
に

定

め
る
。
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業務内容 権限 条文 市町村の事務 広域連合の事務

６５歳以上７５歳未満の者の被保
険者認定

広域連合 50① 広域連合に住基情報の提供 被保険者認定

被保険者の適用除外（生活保護等） 広域連合 51① 福祉事務所から月に一回情報を提供 被保険者の適用除外

資格取得届・喪失届受付（窓口事務） 資格認定（取得・喪失の確認）

居所不明者の調査事務 居所不明者の資格喪失手続き

資格に関する情報提供

住基情報の提供 被保険者証交付

被保険者証の随時交付（窓口事務） 被保険者証更新時の交付

被保険者証の回収 広域連合 ５４⑨ 窓口での受付事務

滞納状況の情報提供 弁明書の発送・回収

資格証明書の交付（窓口事務） 交付対象者決定

被保険者証返還請求

資格証明書発行

住基情報による届出のみなし 広域連合 54⑩ 広域連合に住基情報の提供

住所地特例 広域連合 55 広域連合に住基情報の提供

保険料率決定

税情報の提供 税情報収集

税未納申告者への簡易申告書送付・回収

保険料率軽減決定

保険料の賦課 広域連合
104②③
115①

保険料の賦課決定

普通徴収 広域連合
107①
109

保険料納期決定

減免申請受付（窓口事務） 減免決定

減免決定（却下）通知

徴収猶予申請受付（窓口事務） 徴収猶予決定

徴収猶予決定（却下）通知

被扶養者に係る保険料減額賦課 広域連合 99② 保険料の減額賦課決定

保険料減額分に係る特別会計へ
の繰り入れ

市町村 99①② 市町村特別会計への繰り入れ

107①
110

年金からの特別徴収

104① 保険料の収納

納入通知の送付

督促状の送付

113 滞納処分

115② 延滞金の徴収

保険料等の納付 市町村 105
保険料減額分の繰入金、保険料等の
徴収金の広域連合への納付

レセプト審査

レセプト保管管理

レセプト点検

再審査請求

診療報酬支払

広域連合と市町村の事務分担(案）

保険料の徴収猶予

保険料徴収

広域連合

保
険
料
賦
課
・
徴
収

111

111

70①③④
⑤⑥

保険料の減免

115②

54①②

54③

54④⑤⑥
⑦⑧

104②③

広域連合

広域連合

市町村

現物給付の審査、支払

保険料率の決定

被
保
険
者
の
資
格
管
理

広域連合

広域連合

広域連合

資格取得・喪失の届出受理

資格証明書の発行

被保険者証の交付

広域連合

【別添６】
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業務内容 権限 条文 市町村の事務 広域連合の事務

保険医療機関に対する善管注意義務の確認

被保険者の財産調査

都道府県知事への協議

減免申請受付（窓口事務） 減免の決定

減免（却下）通知

高額療養費対象者の把握、申請勧奨

受給者死亡の場合の相続人確認

支給・不支給決定

支給・不支給決定通知

口座振込依頼

標準負担額減額申請受付（窓口業務） 減額認定証交付決定、長期該当適用

他の法令による医療に関する給
付との調整

広域連合 57 レセプトの返戻

申請受付（窓口事務） 支給・不支給決定

支給・不支給決定通知

口座振込依頼

滞納情報の提供 支給差し止め通知

滞納分に充当

届出の受付（窓口業務） 未届の被保険者への確認

加害者への求償

事実関係の調査

不正利得を得た者への求償

特別会計
広域連合
市町村

49 特別会計の設置 特別会計の設置

保健事業 広域連合 125 保健事業の実施

審査会（県に設置） 128,129 審査請求書の受理（窓口業務） 審査会からの通知の受取

都道府県知事への報告 広域連合 135 事業状況の都道府県知事への報告

被保険者等に関する調査
広域連合
市町村

137 被保険者等に関する調査 被保険者等に関する調査

資料の提供等
広域連合
市町村

138 資料の提供等の求め 資料の提供等の求め

過料
広域連合
市町村

171
提出命令等に従わない場合の過料規
定の設定

提出命令等に従わない場合の過料規定の
設定

※市町村の事務については、規約により広域連合の事務とすることも可能

58

59

86①

67②

69

74、75、
77、84、85

広域連合

広域連合

不正利得の徴収

未収金についての滞納処分

一部負担金の割合の減免

償還払いの審査、支払

葬祭費等の支給

給付制限

保
険
給
付

高額医療費及び療養費の支給申請
受付（窓口業務）

そ
の
他

広域連合

広域連合

広域連合

広域連合

広域連合

第三者行為による損害賠償請求

87、88
89、90
91、92
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【別添７】 
後期高齢者医療広域連合モデル規約（案） 

 

モ デ ル 規 約 備  考 

 

(広域連合の名称) 

第 1 条 この広域連合は、○○県後期高齢者医療

広域連合(以下「広域連合」という。)という。

 

(広域連合を組織する地方公共団体) 

第 2 条 広域連合は、○○県内の全市町村 (以下

「関係市町村」という。)をもって組織する。 

 

(広域連合の区域) 

第 3 条 広域連合の区域は、○○県の区域とする。

 

(広域連合の処理する事務) 

第 4 条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下「高齢者

医療確保法」という。）に規定する後期高齢者

医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理

する。ただし、各号の事務のうち、別表第 1 に

定める事務については関係市町村において行

う。 

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務 

(2) 保険給付に関する事務 

(3) 保険料の賦課に関する事務 

(4)  保健事業に関する事務 

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関

する事務 

 

(広域連合の作成する広域計画の項目) 

第 5 条 広域連合が作成する広域計画(地方自治

法(昭和 22 年法律第 67 号)第 284 条第 3 項の広

域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目につ

いて記載するものとする。 

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広

域連合及び関係市町村が行う事務に関するこ

と。 

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。 

 

(広域連合の事務所) 

第 6 条 広域連合の事務所は、○○市内に置く。

 

 
高齢者の医療の確保に関す

る法律 

（広域連合の設立） 

第４８条 市町村は、後期高

齢者医療の事務（保険料の

徴収の事務及び被保険者

の便益の増進に寄与する

ものとして政令で定める

事務を除く。）を処理する

ため、都道府県の区域ごと

に当該区域内のすべての

市町村が加入する広域連

合（以下「後期高齢者医療

広域連合」という。）を設

けるものとする。 
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(広域連合の議会の組織) 

第7条  広域連合の議会の議員(以下「広域連合議

員」という。)の定数は、○○人とする。 

 

【例１】 

２ 広域連合議員は、関係市町村の長又は助役に

より組織する。 

 

【例２】 

２ 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員に

より組織する。 

 

【例３】 

２ 広域連合議員は、関係市町村の議会において、

関係市町村の長及び議員のうちから、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数を

もって組織する。 

(1) 市町村長 ○人 

(2) 市町村議会議員 ○人 

 

(広域連合議員の選挙の方法) 

【例１】 

第8条  広域連合議員の選挙に当たっては、次の各

号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める

者の推薦のあった者を候補者とする。 

(1) 前条第２項第１号に掲げる者 すべての

市長もしくは町村長をもって組織する団体又

は関係市町村の長の総数の○分の１以上の者

(2) 前条第２項第２号に掲げる者 すべての

市議会もしくは町村議会の議長をもって組織

する団体又は関係市町村の議員の定数の総数

の○分の１以上の者 

２ 広域連合議員は、前項に規定する推薦があっ

た者のうちから、各市町村議会において選挙す

るものとする。 

３ 各市町村議会における選挙については、地方

自治法第 118 条第 1 項の例による。 

４ 広域連合議員の当選人は、市町村議会の選挙

における得票総数の多い者から順次その選挙

における定数に達するまでの者とする。 

 

 

 

 
 

議会の議員定数については、

地方自治法第 291 条により

規約に委ねられている。 

 

 
広域連合議員の組織及び

定数については、①構成団体

の長又は助役のみ、②構成団

体の議会の議員のみ、③①と

②の両方、のそれぞれのパタ

ーンが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広域連合議員の選任は、規

約で定めるところにより、広

域連合の選挙人の投票によ

る選挙（直接選挙）又は構成

団体における選挙（間接選

挙）によらなければならない

（地方自治法第 291 条の 5 第

1 項）。 

このモデル規約では、例と

して、第 7 条第 2 項の【例 3】

（広域連合議員を構成団体

の長及び議会議員の両方で

組織）の場合で、かつ、間接

選挙による方法について示

している。 

 

【例１】 

推薦を受けた候補者が、す

べての関係地方公共団体の

議会において選挙し、それぞ

れの選挙における得票数を

累積したものにより当選者

を決定する方法である。 
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【例２】 

第 8 条 広域連合議員は、関係市町村の議会の議

員及び長のうちから、各関係市町村の議会にお

いて○人を選出する。 

２ 関係市町村の議会における選挙については、

地方自治法第 118 条第 1 項の例による。 

 

(広域連合議員の任期) 

第9条  広域連合議員の任期は、当該関係市町村の

議会の議員又は長としての任期による。 

２ 広域連合議員が関係市町村の長又は議員でな

くなったときは、同時にその職を失う。 

３ 広域連合の議会の解散があったとき、又は広

域連合議員に欠員が生じたときは、第８条の規

定により、速やかにこれを選挙しなければなら

ない。 

 

(広域連合の議会の議長及び副議長) 

第 10 条 広域連合の議会は、広域連合議員のうち

から議長及び副議長 1 人を選挙しなければなら

ない。 

2  議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期

による。 

 

(広域連合の執行機関等の組織) 

第 11 条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合

長を置く。 

2 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員

と兼ねることができない。 

 

(広域連合の執行機関等の選任の方法) 

第 12 条 広域連合長は、関係市町村の長のうちか

ら、関係市町村の長が投票によりこれを選挙す

る。 

2 第 1 項の選挙は、第 15 条の選挙管理委員会が

定める場所において行うものとする。 

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選

挙しなければならない。 

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会

の同意を得てこれを選任する。 

 

(広域連合の執行機関等の任期) 

第 13 条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、

4 年とする。ただし、関係市町村の任期の定めの

【例２】 

広域連合の議会の議員数

を、広域連合を組織する地方

公共団体の議会ごとに割り

振り、当該議会において議員

が投票により選挙する方法

である。 

 

 
広域連合議員の任期につい

ては、地方自治法第 291 条の

4 により、規約に委ねられて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広域連合長の選任につい

ては、地方自治 291 条の５に

より、広域連合の選挙人の直

接投票（直接選挙）又は構成

団体の長による選挙（間接選

挙）に限られている。 

 このモデル規約では、例

として、間接選挙による方法

を示している。 
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ある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

 

(補助職員) 

第 14 条 第 11 条に定める者のほか、広域連合に

必要な吏員その他の職員を置く。 

 

(選挙管理委員会) 

第 15 条 広域連合に選挙管理委員会を置く。 

2 選挙管理委員会は、4 人の選挙管理委員をもっ

てこれを組織する。 

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する

者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正

な識見を有するもののうちから、広域連合の議

会においてこれを選挙する。 

4 選挙管理委員の任期は、4 年とする。 

 

(監査委員) 

第 16 条 広域連合に監査委員 2 人を置く。 

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の

同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財

務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し

優れた識見を有する者(次項において「識見を有

する者」という。)及び広域連合議員のうちから、

それぞれ 1 人を選任する。 

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから

選任される者にあっては 4 年とし、広域連合議

員のうちから選任される者にあっては広域連合

議員の任期による。ただし、後任者が選任され

るまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

 

(広域連合の経費の支弁の方法) 

第 17 条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をも

って充てる。 

(1) 関係市町村の負担金 

(2) 事業収入 

(3) 国及び（都道府）県の支出金 

(4) その他 

2 前項第 1 号に規定する関係市町村の負担金の

額は、別表第 2 の負担割合により、広域連合の

予算において定めるものとする。 

 

(補則) 

第 18 条 この規約の施行に関し必要な事項は、広

域連合長が規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 
選挙管理委員会は、広域連

合において必置機関である

が、その選任方法等について

は規約に委ねられている。

（地方自治法 291 条の 4）  

 

 

 

 

 

 
地方自治法施行令 212 条

の４により監査を行う機関

は必置と解される。 
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附 則 

(施行期日) 

1  この規約は、平成○年○月○日から施行する。

 

(経過措置) 

2 平成２０年３月３１日までの間は、第４条に規

定する事務の準備行為を行うものとする。 

 

3 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選

挙においては、第 12 条第 2 項の規定にかかわら

ず、□□□□にて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１(第 4 条関係) 

 

区分        

 

被保険者の資格管理に関する事務のうち以下に掲

げるもの 

 資格の異動の届出の受付に関する事務 

 再発行に係る被保険者証の引渡しに関する事務

 資格証明書の引渡しに関する事務 

 

保険給付に関する事務のうち保険給付に関する申

請及び届出の受付に関するもの 

 

 

 

 

保険料の賦課に関する事務のうち保険料の減免申

請の受付に関するもの 

 

保険料の徴収に関する事務（保険料の徴収猶予申

請の受付に関する事務を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
選挙管理委員は議会にお

いて選挙によって選出され

るため、初めての広域連合長

選挙の場所について、定めた

ものである。 

 
 また、広域連合の設立後

の広域連合長及び広域連合

議員の選挙の実施期日につ

いては、間接選挙の場合、公

職選挙法第 33 条第 3 項（設

置の日から 50 日以内）の適

用はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一部負担金の減免申請、給付

事由が第三者の行為によっ

て生じたものである場合の

被保険者の届出、審査請求書

の提出に関する受付につい

ても、これに含まれる。 
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別表第２(第 17 条関係) 

 

○共通経費 

      負担割合  

均等割        ○％  

高齢者人口割     ○％  

人口割        ○％ 

 

○保険給付に要する経費 

 高齢者医療確保法第９８条に定める市町村の一

般会計において負担すべき額 

 

保険給付費割    100％ 

 

○保険料その他の納付金 

高齢者医療確保法第１０５条に定める市町村が

納付すべき額 

 

市町村が徴収した保険料の実額及び低所得者等

の保険料軽減額相当額 

 

備考 

 高齢者人口割については、前年度の 3 月 31 日現

在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満

75 歳以上の人口による。 

 

 

 

 

 
共通経費については、例えば

均等割について小規模な市

町村に過大な負担にならな

いようにするなど、地域の実

情に応じて定める必要があ

る。 
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広域連合設立時における条例制定一覧（案） 

 

 

 

 

○ 総規 

・ ○○広域連合の休日を定める条例 

・ ○○広域連合公告式条例 

 

○ 議会・選挙・監査 

・ ○○広域連合議会の定例会条例 

 

○ 組織・庶務 

・ ○○広域連合の事務所の位置及び名称等に関する条例 

・ ○○広域連合課設置条例 

 

○ 情報公開等 

・ ○○広域連合情報公開条例 

・ ○○広域連合個人情報保護条例 

 

○ 人事 

・ ○○広域連合職員定数条例 

・ ○○広域連合職員の定年等に関する条例 

・ ○○広域連合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例 

・ ○○広域連合職員の懲戒に関する手続き及び効果に関する条例 

・ ○○広域連合職員の服務の宣誓に関する条例 

・ ○○広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 

・ ○○広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

・ ○○広域連合職員の育児休業等に関する条例 

・ ○○広域連合議会の職員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

 

○ 給与 

・ ○○広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

・ ○○広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例 

・ ○○広域連合職員の給与に関する条例 

・ ○○広域連合職員等の旅費に関する条例 
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広域連合設立時における規則制定一覧（案） 

議会・ 

選挙・監査 

広域連合議会の定例会招集に関する規則 

広域連合議会会議規則 

広域連合議会傍聴規則 

組織・庶務 

広域連合事務分掌規則 

広域連合職員の職の設置に関する規則 

広域連合収入役の補助組織に関する規則 

広域連合長の組織代理者を定める規則 

広域連合収入役の職務代理者を定める規則 

広域連合情報公開審査会規則 

広域連合長が管理する公文書の開示等に関する規則 

広域連合個人情報保護審査会規則 

広域連合長が取り扱う個人情報の保護に関する広域連合個人情報保護条例施行規則 

人事 

広域連合職員の任免に関する規則 

広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

広域連合職員の育児休業等に関する規則 

広域連合臨時職員の身分取扱いに関する規則 

広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 

営利企業の従事制限に関する規則 

給与 

広域連合職員の給与の支給に関する規則 

広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則 

広域連合職員の扶養手当支給に関する規則 

広域連合職員の住居手当の支給に関する規則 

広域連合職員の通勤手当の支給に関する規則 

広域連合職員の単身赴任手当の支給に関する規則 

広域連合職員の時間外勤務手当の支給割合等に関する規則 

広域連合職員の休日勤務手当の支給に関する規則 

広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則 

広域連合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 

広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則 

財務 
広域連合財務規則 

広域連合財産の管理に関する規則 
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２．後期高齢者医療制度の概要（平成２０年４月） 
 

・ 後期高齢者医療制度の概要については、以下のとおりである。 
・ なお、以下の事項には、政省令事項等が含まれており、現段階の案であ

るが、今後、Ⅰで述べたとおり、政省令等を順次制定していく予定であ

り、各都道府県・市町村におかれては、１．の広域連合の設立事務と併

せ、施行に向けた準備をお願いする。 
 
（１）広域連合の設立 

・ 市町村は、後期高齢者医療の事務（保険料の徴収事務等を除く。）を処

理するため、都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する広域連合

（以下「後期高齢者医療広域連合」という。）を設けるものとすること。 
・ 後期高齢者医療広域連合が処理する事務には、保険料の決定、医療給付

等が含まれており、財政責任を持つ運営主体という意味では、後期高齢

者医療広域連合が保険者であり、保険者機能を発揮することが期待され

ること。 
 
（２）被保険者の範囲 
  被保険者は、以下のとおりであること。 

ア 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する７５歳以上の者 
イ 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する６５歳以上７５歳

未満の者であって、寝たきり等の者 
※ 寝たきり等の者については、後期高齢者医療広域連合の認定を受け

たもの。認定基準については、現行の老人保健制度と同様。 
 
（３）給付 

・ 給付の概要は、以下とおりであること。 
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費（18 年 10 月新設）、

保険外併用療養費（同）、療養費、訪問看護療養費（現行の老人訪問看護

療養費）、特別療養費（被保険者が資格証明書の交付を受けている場合の

給付）、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費（20 年 4 月新設） 
・ 診療報酬については、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい診療報酬

体系について検討し、平成２０年度の診療報酬改定において対応するこ

と。 
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（４）財政措置 
 
① 定率負担 

現役並所得者を除く被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額（以

下「療養給付費等」という。）について、国３／１２、都道府県１／１２、

市町村１／１２を負担すること。 
※ 療養給付費等 … a 及び b の合計額 

a. 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相

当する額を控除した額 
b. 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養

費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額

介護合算療養費の支給に要する費用の額 
 
② 高額な医療費に対する公費負担 

高額な医療費（レセプト１件当たり８０万円超）について、1/2 を公費で

負担すること。 
    ※ 事業規模： 約１，０００億円 
  （国：都道府県：後期高齢者医療広域連合（保険料）＝１：１：２で負担） 
 
③ 財政調整交付金 
・ 療養給付費等のうち１／１２は財政調整交付金とすること。 
・ 財政調整交付金は、後期高齢者医療広域連合間の財政力に応じて交付 

する「普通調整交付金」と、災害等の特別の事情を考慮して交付する  

「特別調整交付金」の２種類とすること。 
     ※普通調整交付金 

＝ 調整対象需要額（給付費等のうち保険料で賄うべき費用） 
－調整対象収入額（保険者が財政力に応じて保険料として徴収

すべき費用） 
 
④ 低所得者及び被扶養者の軽減に係る財政措置（保険基盤安定制度） 
・ 市町村は、低所得者に係る保険料の軽減分について、市町村の後期高齢

者医療広域連合に関する特別会計に繰り入れること。 
・ 市町村は、被用者保険の被扶養者であった者に係る保険料の軽減分（後

期高齢者医療制度に加入した時から２年間、保険料を半額とする措置）

について、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れること。 
・ 都道府県は、これらの繰入金の４分の３を負担すること。 
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⑤ 財政安定化基金 
・ 都道府県において、国、都道府県及び後期高齢者医療広域連合の拠出の

下、基金を設置し、保険者の未納、給付の見込み違い等に対し、貸付等

を行うこと。 
※ 基金の規模： 約２，０００億円 

   （国：都道府県：後期高齢者医療広域連合（保険料）＝１：１：１で、

平成２０年度から４年間積立て） 
 
 

（５）保険料の賦課基準と収納対策 
  
① 保険料率の設定 
・ 保険料率は、後期高齢者医療広域連合（都道府県）の区域内で均一保険

料が原則であること。 
・ 保険料率は、概ね２年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ

ればならないこと（２年単位の財政運営）。 
 

 ② 保険料賦課の基本的枠組み 
・ 被保険者個人単位で算定・賦課すること。 
・ 応益割（定額部分）は被保険者均等割、応能割（所得比例部分）は所得

割とし、応益割：応能割＝５０：５０を標準とすること。 
・ 所得割の算定対象所得は、旧ただし書所得（＝総所得金額－基礎控除）

を基準とすること。 
・ 賦課限度額を設けること。（具体的な額については、検討中。） 

 
③ 低所得者及び被扶養者の軽減 
・低所得者については、世帯の所得水準に応じて、保険料を軽減すること。 

    ７割軽減： 基準額＝基礎控除額（３３万円） 
    ５割軽減： 基準額＝基礎控除額（３３万円）＋２４．５万円×（世

帯人数－１） 
    ２割軽減： 基準額＝基礎控除額（３３万円）＋３５万円×世帯人数 

・ 被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった者については、

後期高齢者医療制度に加入した時から２年間、５割軽減とすること。 
・ 軽減分については、公費で負担すること。 

（注）基礎控除額等の数字については、今後の税制改正等により変動が

あり得る。 
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④ 保険料の年金天引き（特別徴収） 
・ 年額１８万円以上の年金受給者を対象に、年金からの保険料の天引き（特

別徴収）を行うこと。 
・ ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の２分の１を超える

場合には、天引きの対象としないこと。 
 
⑤ 資格証明書・短期被保険者証 
・ 被保険者が保険料を滞納した場合には、通常と比較して有効期限の短い

被保険者証（短期証）を発行すること。 
・ また、滞納発生後１年を経過した滞納者に対しては、特別の事情のない

限り、被保険者証の返還を求め、資格証明書の交付を行うこと。 
 
（６）後期高齢者医療広域連合の不均一保険料の特例 
 
 ① 離島等の特例（恒久措置） 

・ 離島その他の医療の確保が著しく困難である地域については、地域単位

で、不均一保険料の設定を可能とすること。 
※ 無医地区のように近くに医療機関がなく、かつ医療機関へのアクセ

スが困難である地域とする方向で検討中。 
・ 上記の不均一保険料については、下限を定めること。 

※ 広域連合均一保険料に対し５０％以上とする方向で検討中。 
 
 ② 医療費の地域格差の特例（経過措置） 

・ 平成２０年度から６年の範囲内で後期高齢者医療広域連合の条例で定め

る期間、施行日前の一定期間の当該市町村の一人当たり老人医療費が 

後期高齢者医療広域連合内の平均老人医療費に対して一定割合以上低く

乖離している場合、市町村の区域単位で不均一保険料の設定を認めるこ

と。 
※ 乖離割合については、２０％以上とする方向で検討中。 

・ 不均一保険料については、特定期間（２年）ごとに、段階的に広域連合

均一保険料との差を縮小すること。 
※ 保険料率について、広域連合均一保険料との差が、平成２０年度  

及び２１年度は３／６以内となるよう設定し、財政運営期間である

２年ごとに、この差が３／６以内→２／６以内→１／６以内となる

ように設定し、６年後には完全に広域連合均一保険料が達成できる

ようにする方向で検討中。 
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・ 上記の市町村単位の保険料と広域連合均一保険料との差額については、

国及び都道府県が、それぞれ１／２の割合で負担すること。 
 

（７）その他 
・ 後期高齢者医療広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の   

被保険者の健康の保持増進のために必要な事業（保健事業）を行うよう

努めなければならないこととされたこと。 
・ 国保連合会の業務として、新たに、後期高齢者医療広域連合から委託を

受けて行う療養の給付に要する費用等の審査支払い及び高齢者医療制度

の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整等の 

業務が追加されたこと。これに関連して、参議院厚生労働委員会の附帯

決議において、後期高齢者支援金を負担する保険者等の意見が広域連合

の運営に反映されるよう、保険者協議会の活用等について指導を行うと

ともに、意見を聞く場の設定について検討を進めること、とされたこと。 
 
 
３．今後の段取り 

本年９月に、都道府県及び後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局

長を対象とした説明会を開催し、平成１９年度概算要求等の内容を含め、説

明する予定である。 
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